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土 木 部 長 西 山 幸 治

Ⅰ　総括

1 道路交通ネットワークの整備

・

・

・

・

2 災害に強いインフラの整備

・

・

・

・

・

　「福井新々元気宣言」の４つのビジョンを着実に実現していくため、平成２３年７月に知事と合
意をした「政策合意」の実施結果について、次のとおり報告します。

平成２３年度「福井新々元気宣言」推進に係る政策合意の実施結果

　中部縦貫自動車道の事業促進や事業化されていない区間の早期事業化について、
国土交通省に強く要請を行いました。
　永平寺大野道路について、福井北・松岡間では松岡高架橋下部工事が開始され、永
平寺東・上志比間では浅見トンネルが貫通しました。勝山・大野間では、来年度開通に
向け、国道１５７号と交差する中津川高架橋の架設が完了するなど着実に工事が進めら
れています。
　大野油坂道路について、和泉・油坂間の平成２４年度新規事業化が決定され、大野
東・和泉間では用地測量が進捗しました。

　併せて、県内の主要道路の整備について優先度をつけて計画的に促進しました。

　舞鶴若狭自動車道の一日も早い開通や、スマートインターチェンジの設置に関しての
予算確保や連結許可に向けた手続き開始について、中日本高速道路株式会社や国土
交通省に対し強く要請を行いました。
　小浜西・小浜間については、夏休み前の７月１６日に開通しました。
　小浜・敦賀間については、平成２６年度開通に向けて全区間で工事が進められていま
す。
　敦賀南スマートインターチェンジ（仮称）については、国土交通省による連結許可手続
きの開始をうけ、３月５日に中日本高速道路株式会社へ実施計画書が提出されました。

　 治水対策や土砂災害対策などのハード対策と併せて、浸水想定区域対策について、
地元、市役所などと協議を進めました。さらに、市町と連携した土砂災害避難訓練を実
施するとともに防災講習会を開催するなど、警戒避難体制の整備を図りました。

　道路の防災・防雪・除雪・融雪対策、橋りょうの長寿命化対策を進め、道路の安全を確
保しました。

（平 成 ２４年 ３ 月 末 現 在）

　足羽川ダムについては、早期に推進に向けた結論を出すよう国に求めていきます。ま
た、河内川ダム、吉野瀬川ダムについては、流域の安全を確保するため、一日も早くダ
ムが完成するよう国の支援を受け事業を推進します。大津呂ダムについては、平成２４
年度の洪水期までの運用開始を目指します。

　これからも、高規格幹線道路の早期整備と主要道路の効率的な整備により、道路交通
ネットワークの確保を図っていきます。

　県内の河川において、洪水に備えた改修を進めるとともに、河道内の流下阻害の恐れ
のある土砂や雑木等の除去を行い、治水安全度を向上しました。

　これからも、自然災害に対する県民の安全安心の確保を図っていきます。
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3 県民と共動して便利で美しいまちづくり

・

・

・

・

Ⅱ　「政策合意」項目に係る結果について

・別紙「平成２３年度　政策合意項目に係る実施結果報告（土木部）」のとおり

　耐用年数が経過した公共施設への案内看板等の除却や、歩道整備区間における道
路標識等の集約化を実施し、道路景観を改善しました。

　これからも、景観改善やにぎわい創出などを図る各種施策を実施することで、県民の
生活に潤いと活力を与えるまちづくりの推進を図っていきます。

　県内４地区における地域の特性に応じた住教育の実施、橋りょう景観ガイドラインの策
定など、景観改善の環境づくりを進めました。

　県都のシンボルである足羽川の水辺での活動の促進と定着が図られ、にぎわい創出
がなされました。
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役職 土　木　部　長 氏名 西　山　　幸　治

２　日本一の安全・安心
◇　自信・異常気象・災害などに迅速対応
・道路インフラの防災対策
　これまでの点検結果により対策が必要と
される箇所について、法面防災対策工事を
実施します。
　また異常気象時等、緊急輸送道路や迂回
路の無い路線を重点的にパトロールし、防
災対策の充実を図ります。

　緊急輸送道路となっている国道３０５号などにおける１２
斜面や、県道音海中津海線など原発に至る道路における６斜
面、若狭町神子など２３年度に災害発生した１４斜面、合わ
せて３２斜面において、道路法面対策工事に着手しました。
　異常気象時には、緊急輸送道路や迂回路の無い路線を重点
的にパトロールしました。

〔成果等〕目標を上回って達成しました。

〔成果等〕目標を達成しました。

　消雪施設は、緊急医療施設である福井赤十字病院付近など
１０箇所において整備し、落雪を防ぐ防雪施設は、今年冬ま
でに約２５０ｍ設置しました。
　また、倒木の恐れがある立木を積雪を迎える前に伐採し、
円滑な交通の確保を図りました。
　大雪時に主要幹線道路が、同時に通行止めにならないよう
に国などに、除雪体制の強化を要請した結果、今年度、国道
８号では災害対策車両４台の増強、除雪基地１箇所の増設、
北陸自動車道では除雪車２台、災害対策車両２台の増強、除
雪基地２箇所が増設されました。
　また、県管理道路においては、大雪が予想される場合、事
前の拡幅除雪やパトロールの強化、早めの除雪開始、災害対
応車両の現地待機など除雪体制を強化しました。
　

・道路インフラの除雪対策
　緊急医療施設周辺道路などから順次消雪
施設を整備します。緊急に雪崩対策が必要
な箇所等には、予防柵やスノーキーパーな
どの防雪施設の設置を推進します。
　また降雪期前にパトロールを実施し、積
雪によって道路に倒れかかるおそれのある
木の事前伐採を行い、積雪時の円滑な交通
を確保します。
　大雪時、敦賀市と越前市間の国道８号や
北陸自動車道、県管理道路が、同時期に通
行止めにならないよう、国や中日本高速道
路株式会社に除雪基地の増設や除雪機械の
増強など除雪体制の強化を要請します。ま
た、県管理道路において道路拡幅や除雪体
制の見直しを行うなど除雪対策の充実を図
ります。

１　観光とブランドを産業の柱に
◇　観光を福井のリーディング産業へ
・道の駅の整備【部局連携】
　観光や農産物販売の拠点となる地域振興
施設などの管理運営体制について市町と協
議し、新たな道の駅の整備候補地を選定し
ます。

平成２３年度　政策合意項目に係る実施進捗報告（土木部）

【取組結果の区分】
　 　・目標を上回って達成しました。（例：成果が目標を概ね２割超えて達成されたもの）
　　 ・目標を達成しました。（例：成果が目標どおり達成されたもの）
　　 ・目標を一部達成しませんでした。（例：成果の一部が目標に及ばなかったもの）
 　　・目標にはいたりませんでした。（例：成果が目標に及ばなかったもの）
 　　・引き続き実施します。（例：成果を上げるためには年度を超えて実行する必要のあるもの）

実　　施　　結　　果

（　平　成　24　年　3　月　末　現　在　）

項　　目

〔成果等〕引き続き実施します。

　越前がになどの水産物や、吉川ナスなどの農産物販売につ
いて関係市町などと協議し、２箇所の道の駅の整備候補地を
選定しました。

選定する道の駅の候補地 ４箇所

道路法面対策工事に着手する斜面数

２５斜面

（平成２２年度 ２２斜面）

消雪設備の整備による円滑な交通の確保

３１５ｋｍ

（平成２２年度末 ３１０ｋｍ）

選定する道の駅の候補地 ２箇所

鯖 江 市：西山公園

越 前 町：アクティブハウス越前

道路法面対策工事に着手した斜面数 ３２斜面

消雪設備の整備による円滑な交通の確保

３１５ｋｍ（５kmの増）
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役職 土　木　部　長 氏名 西　山　　幸　治

平成２３年度　政策合意項目に係る実施進捗報告（土木部）

【取組結果の区分】
　 　・目標を上回って達成しました。（例：成果が目標を概ね２割超えて達成されたもの）
　　 ・目標を達成しました。（例：成果が目標どおり達成されたもの）
　　 ・目標を一部達成しませんでした。（例：成果の一部が目標に及ばなかったもの）
 　　・目標にはいたりませんでした。（例：成果が目標に及ばなかったもの）
 　　・引き続き実施します。（例：成果を上げるためには年度を超えて実行する必要のあるもの）

実　　施　　結　　果

（　平　成　24　年　3　月　末　現　在　）

項　　目

・ダム事業の推進
　足羽川ダムについては、関係市と連携し
て、早期の事業推進を国に強く要請しま
す。
　河内川ダムおよび吉野瀬川ダムについて
は、「現行計画どおり事業を継続する」と
した県の対応方針に基づき、事業の推進を
図ります。

〔成果等〕引き続き実施します。

・土砂災害対策の推進【部局連携】
　土砂災害警戒区域等を指定した地区にお
いて、砂防えん堤などの整備を進めます。
　また、倒木・枯木等の除去や森林管理に
も役立つ里山砂防を推進します。
　さらに、土砂災害ハザードマップを活用
し、県、住民、砂防ボランティア等が連携
する土砂災害避難訓練の実施を市町に働き
かけます。
　高齢者、障がい者、乳幼児などが利用す
る災害時要援護者関連施設については、施
設管理者に対し土砂災害避難マニュアルの
作成と避難訓練の実施を働きかけます。

〔成果等〕目標を達成しました。

　足羽川ダムについては、事業推進に向け一日も早くダム事
業を継続するとの結論を出すよう国に要請を行い、３月３０
日にはダム事業継続との対応方針（原案）が国土交通大臣に
報告されました。引き続き、事業が推進されるよう国に対し
て要請していきます。
　河内川ダムおよび吉野瀬川ダムについては、昨年１０月に
国が補助金交付を継続するとの対応方針を決定したことか
ら、流域の安全を確保するため、一日も早くダムが完成する
よう国の支援を受け、事業を推進します。

　土砂災害から安全安心を確保するため、砂防えん堤などの
施設を整備し、保全する人口が約８２０人増加しました。
　また、里山砂防については、シンポジウムを７月に開催し
周知を図るとともに、作業路等を２箇所で整備しました。
　土砂災害避難訓練と防災講習会を６市町で実施し、警戒避
難体制の整備を図りました。
　災害時要援護者関連施設については、土砂災害避難マニュ
アルの作成を働きかけるとともに１６施設で現地指導するな
ど、施設管理者に作成のアドバイスを行いました。さらに、
土砂災害避難訓練は２７施設で実施され、防災体制や避難方
法等の確認が図られました。

〔成果等〕 目標を達成しました。・治水対策の促進
　近年に浸水被害が発生した区間、想定氾
濫区域内に家屋等が集中している区間、主
要事業と関連する区間などを重点的に整備
します。
　また、計画的に河川の浚渫や伐木を実施
し、あわせて土砂や伐木の有効利用を図り
ます。
　さらに、浸水が想定される区域の土地利
用計画などについて市町と協議します。

　早期に効果が発現できるよう底喰川、天王川など１０河川
の重点整備を進めました。
　また、計画的に河川の浚渫と伐木を実施し、あわせて浚渫
土砂の有効活用、伐採木材の無償提供を実施しました。
　浸水が想定される区域での、調整池や水田を利用した治水
対策などについて、地元市や住民と協議を進めました。

砂防えん堤などの整備により保全する人口

３３，４００人

（平成２２年度末 ３２，６００人）

市町の土砂災害避難訓練の実施数 ６市町

災害時要援護者関連施設の土砂災害避難訓練の実

施数

１０施設

【チャレンジ目標 １５施設】

整備効果が現れる河川延長 １，０００ｍ

河川の計画的浚渫の実施 ２万ｍ3

整備効果が現れる河川延長 １，１８０ｍ

河川の計画的浚渫の実施 ２．４万ｍ3

砂防えん堤などの整備により保全する人口

３，４２０人（８２０人の増）

市町の土砂災害避難訓練の実施数 ６市町

災害時要援護者関連施設の土砂災害避難訓練の実施数

２７施設
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役職 土　木　部　長 氏名 西　山　　幸　治

平成２３年度　政策合意項目に係る実施進捗報告（土木部）

【取組結果の区分】
　 　・目標を上回って達成しました。（例：成果が目標を概ね２割超えて達成されたもの）
　　 ・目標を達成しました。（例：成果が目標どおり達成されたもの）
　　 ・目標を一部達成しませんでした。（例：成果の一部が目標に及ばなかったもの）
 　　・目標にはいたりませんでした。（例：成果が目標に及ばなかったもの）
 　　・引き続き実施します。（例：成果を上げるためには年度を超えて実行する必要のあるもの）

実　　施　　結　　果

（　平　成　24　年　3　月　末　現　在　）

項　　目

・木造住宅の耐震化促進
　東日本大震災や現在の社会情勢を踏ま
え、木造住宅の耐震化を重点的に推進する
施策などを検討し、「福井県建築物耐震改
修促進計画」を改定します。
　耐震診断や補強プランの作成、耐震改修
工事に対する支援を、市町と連携して推進
します。
　さらに、人的被害の軽減を優先した経済
的・効率的な耐震改修にも支援します。

〔成果等〕　目標にはいたりませんでした。

　耐震改修工事の費用負担を軽減するため、耐震基準の７割
程度の耐震改修工事（人命を守れる程度の耐震化）も、新た
に助成の対象とした結果、９戸の木造住宅の耐震化が図られ
ました。
　また、耐震改修工事の現場見学会を地域別に開催するな
ど、耐震化の必要性や助成制度の広報を充実しました。

３　豊かな環境、もっと豊かに
◇　見える見せる温暖化対策
・環境に配慮した良質住宅の普及
　県独自に窓・外壁等の断熱性能を高める
省エネリフォームに対して支援を行い、環
境対応住宅の普及を促進します。

〔成果等〕目標を上回って達成しました。

　国の助成制度とともに、省エネリフォームへの助成を行っ
たほか、国の制度が終了した後も、県では助成制度を拡充
し、既存住宅の省エネ化を促進しました。
  県民や工務店を対象とした講習会を開催したほか、省エネ
リフォームに関する情報、県独自の助成制度のＰＲを実施し
ました。

耐震診断・補強プランが作成される木造住宅

戸数 ２，５４７戸

（平成２２年度末 ２，２９７戸）

耐震改修が行われる木造住宅戸数 １２０戸

（平成２２年度 ５２戸）

窓・外壁等の断熱性能を高める住宅戸数

２５０戸

（平成２２年度 １０３戸）

窓・外壁等の断熱性能を高める住宅戸数

３７０戸

耐震診断・補強プランが作成された木造住宅戸数

２，５１２戸（２１５戸増）

耐震改修が行われた木造住宅戸数 ８６戸
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役職 土　木　部　長 氏名 西　山　　幸　治

平成２３年度　政策合意項目に係る実施進捗報告（土木部）

【取組結果の区分】
　 　・目標を上回って達成しました。（例：成果が目標を概ね２割超えて達成されたもの）
　　 ・目標を達成しました。（例：成果が目標どおり達成されたもの）
　　 ・目標を一部達成しませんでした。（例：成果の一部が目標に及ばなかったもの）
 　　・目標にはいたりませんでした。（例：成果が目標に及ばなかったもの）
 　　・引き続き実施します。（例：成果を上げるためには年度を超えて実行する必要のあるもの）

実　　施　　結　　果

（　平　成　24　年　3　月　末　現　在　）

項　　目

〔成果等〕目標を達成しました。・行政的な課題解決の研究への取り組み
　雪対策・建設技術研究所では、土木・建
築の分野において、公共施設の維持管理の
効率化、克雪対策、建設廃棄物の再資源
化、県産材の用途拡大などに関する研究を
行い、公共事業におけるコスト縮減やリサ
イクルの推進など行政課題の解決を図りま
す。

　リサイクルの推進やコスト縮減等を図るため、舗装補修に
より発生するアスファルト廃材や、家屋解体で発生する廃瓦
を再生して有効に利用することなど大学・民間等と共同で研
究し、室内試験によりアスファルトやコンクリートに混合す
る最適な割合等を決定し、有効利用が可能であることを確認
しました。
　また、県産材の用途を拡大するため、杉丸太を道路の地盤
補強に利用する実証実験を実施し実用化が可能であることを
確認しました。また木杭を腐らせない方法の特許を取得しま
した。

必要な強度を保ちつつアスファルト再生材

の混合率を高める研究など

新たに研究を実施する数 ３件

道路の地盤補強に間伐材の丸太を活用する

など

実用化に向けた実証実験数 ２件

新たに実施した研究 ３件

・舗装補修工事におけるリサイクル推進とコスト縮減のため、

アスファルト廃材の再生割合を高めた再生アスファルト混

合物を作る研究を実施し、再生混合割合を７０％まで高め

られることを確認した。

・家屋解体におけるリサイクル推進とコスト縮減のため、廃

瓦を混合したコンクリートの研究を実施し、廃瓦と砂利の

混合割合が５０％のコンクリートが作れることを確認した。

・道路の維持管理におけるコスト縮減を図るため、凍結防止

剤の散布量を減らす研究を実施し、凍結防止剤散布量の20

％の粘着液を一緒に散布することで飛び散りが抑制され、

散布量が抑えられることを確認した。

実用化に向け実施した実証実験 ２件

・県産材の用途を拡大するため、道路下に杉丸太を打ち込み

地盤補強に利用する実証実験を行った結果、道路の沈下が

抑えられることが明らかとなり実用化が可能であることを

確認した。

・建物の維持管理費用を抑えるため、杭から得られる地中熱

を利用した空調システムの実証実験を行い、一般的な空調

システムに比べ冷暖房とも約４０％の効率化が図られ実用

化が可能であることを確認した。
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役職 土　木　部　長 氏名 西　山　　幸　治

平成２３年度　政策合意項目に係る実施進捗報告（土木部）

【取組結果の区分】
　 　・目標を上回って達成しました。（例：成果が目標を概ね２割超えて達成されたもの）
　　 ・目標を達成しました。（例：成果が目標どおり達成されたもの）
　　 ・目標を一部達成しませんでした。（例：成果の一部が目標に及ばなかったもの）
 　　・目標にはいたりませんでした。（例：成果が目標に及ばなかったもの）
 　　・引き続き実施します。（例：成果を上げるためには年度を超えて実行する必要のあるもの）

実　　施　　結　　果

（　平　成　24　年　3　月　末　現　在　）

項　　目

・景観調和の美しい社会資本の整備
【部局連携】
　塗装の塗り替えが予定されている橋りょ
うや、新たに整備する橋りょうについて、
景観アセスメントを取り入れ、周辺景観と
調和した色彩となるよう、「橋りょう景観
ガイドライン」を策定します。

〔成果等〕　目標を達成しました。

・カーナビ時代の道路景観改善
【部局連携】
　老朽化や退色等が進んでいる公共施設の
案内看板を除却するなどし、道路景観の改
善に努めます。
また、歩道などの整備に合わせて道路標識
等の集約化を図ります。
　舞鶴若狭自動車道の供用開始前区間や市
町の景観計画で良好な景観形成が必要な路
線を新たに福井県屋外広告物条例の「禁止
地域」に指定し、屋外広告物の設置を抑制
します。
　ボランティア団体等へはり紙など簡易な
違反広告物を除却できる権限を市町が委任
することを働きかけ、地域住民と共動して
普段から違反広告物が設置されない環境づ
くりを進めます。

〔成果等〕目標を達成しました。

　耐用年数が経過した公共施設への案内看板等を除却するな
どし、道路景観を改善しました。
　歩道整備区間において、既設標識柱の利用による集約化を
行いました。
　舞鶴若狭自動車道の供用開始前区間と勝山市景観計画で良
好な景観形成が必要な８路線を平成２４年１月１日に福井県
屋外広告物条例の禁止地域に指定しました。
　簡易な違反広告物を除却できる権限をボランティア団体等
へ委任していない１２市町に働きかけた結果、勝山市が権限
の委任を実現しました。

　橋りょう景観ガイドライン策定については、国や他県の色
彩指針や事例調査などを行い、橋梁における色彩選定や景観
アセスメントの手法等について検討し、ガイドラインを策定
しました。
　今後は、このガイドラインに基づき、橋梁の塗り替えなど
において、景観調和の美しい橋梁の整備を実施していきま
す。

◇　景観を県民資産に
・子どもにも大人にも新しい「住教育」を
推進【共同研究】【部局連携】
　地域の特性に応じた福井らしい住まいや
街並み、住まい方を、よりよい資産として
次世代に継承する「住教育」をモデル地区
で行います。
　また、課題解決プロジェクトチームによ
る検討や学識者の知見を活かして「住宅・
宅地マスタープラン」を改定します。

〔成果等〕引き続き実施します。

　県内４地区で関係団体や大学と連携して、街並み景観
チェックや小学校への出前講座など、地域の特性に応じた住
教育を実施しました。
　また、課題解決プロジェクトチーム、学識経験者との政策
会議や福井県住宅政策懇話会での検討を踏まえ、「住宅・宅
地マスタープラン」を改定しました。

住教育実践モデル地区数 ４地区

（福井市、敦賀市、越前市、南越前町

各１地区）

背面利用や併設などによる道路標識等の減少

５箇所

（平成２２年度実績 ８箇所）

新たに禁止地域に指定する区間 ９区間

（過去１０年間に新たに指定した区間 ６区間）

簡易な違反広告物を除却できる権限をボランティ

ア団体等に委任する市町数 ６市町

（平成２２年度末 ５市町）

住教育実践モデル地区数 ４地区

福井市：日新地区

敦賀市：舟溜り地区

越前市：タンス町界隈

南越前町：今庄旅籠宿

既設標識柱の利用による道路標識等の減少

６箇所

新たに禁止地域に指定した区間 ９区間

簡易な違反広告物を除却できる権限を

ボランティア団体等に委任した市町数 ６市町
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役職 土　木　部　長 氏名 西　山　　幸　治

平成２３年度　政策合意項目に係る実施進捗報告（土木部）

【取組結果の区分】
　 　・目標を上回って達成しました。（例：成果が目標を概ね２割超えて達成されたもの）
　　 ・目標を達成しました。（例：成果が目標どおり達成されたもの）
　　 ・目標を一部達成しませんでした。（例：成果の一部が目標に及ばなかったもの）
 　　・目標にはいたりませんでした。（例：成果が目標に及ばなかったもの）
 　　・引き続き実施します。（例：成果を上げるためには年度を超えて実行する必要のあるもの）

実　　施　　結　　果

（　平　成　24　年　3　月　末　現　在　）

項　　目

４　県土に活気の高速交通時代
◇　高速交通ネットワークの完結促進
・舞鶴若狭自動車道の全線開通
　平成２６年度内と予定されている全線開
通が、1日でも早く実現するよう、中日本
高速道路株式会社に要請します。
　また、スマートインターチェンジの設置
について、国や中日本高速道路株式会社に
要請します。

〔成果等〕引き続き実施します。

　舞鶴若狭自動車道の一日も早い開通や、スマートインター
チェンジの設置に関しての予算確保や連結許可に向けた手続
き開始について、中日本高速道路株式会社や国土交通省に対
し強く要請を行いました。
　小浜西・小浜間については、夏休み前の７月１６日に開通
しました。
　小浜・敦賀間については、１０月には国道２７号と交差す
る気山高架橋の架設が完了し、また区間最長の国富トンネル
をはじめ７本のトンネルが貫通するなど、平成２６年度開通
に向けて全区間で工事が進められています。
　敦賀南スマートインターチェンジ（仮称）については、３
月１日に国土交通省による連結許可手続きが開始されたこと
から、３月５日に中日本高速道路株式会社へ実施計画書が提
出されました。
　

舞鶴若狭自動車道の進捗状況

小浜西・小浜間(11.3km)

・開通（７月１６日）

小浜・敦賀間（39㎞）

・平成２３年度に架設完了した橋梁（橋長100ｍ以上）

２橋（全２２橋中４橋架設完了）

気山高架橋、金瀬川橋

・平成２３年度に貫通したトンネル

８本（全１４本中１３本貫通）

国富トンネル、中郷トンネル、御岳山トンネル

本保トンネル、鳥浜トンネル、田上トンネル

鳥羽トンネル、矢筈山トンネル
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役職 土　木　部　長 氏名 西　山　　幸　治

平成２３年度　政策合意項目に係る実施進捗報告（土木部）

【取組結果の区分】
　 　・目標を上回って達成しました。（例：成果が目標を概ね２割超えて達成されたもの）
　　 ・目標を達成しました。（例：成果が目標どおり達成されたもの）
　　 ・目標を一部達成しませんでした。（例：成果の一部が目標に及ばなかったもの）
 　　・目標にはいたりませんでした。（例：成果が目標に及ばなかったもの）
 　　・引き続き実施します。（例：成果を上げるためには年度を超えて実行する必要のあるもの）

実　　施　　結　　果

（　平　成　24　年　3　月　末　現　在　）

項　　目

〔成果等〕引き続き実施します。・中部縦貫自動車道の整備促進
　永平寺大野道路については、早期全線開
通のため、未買収の用地の取得を促進する
とともに、平成２６年度開通予定の福井
北・松岡間および平成２４年度開通予定の
勝山・大野間の工事促進を国に要請しま
す。
　大野油坂道路については、事業化されて
いる大野東・和泉間の早期用地買収着手の
ための用地測量を促進するとともに、事業
化されていない大野・大野東間と和泉・油
坂峠間の早期の事業化を国に強く要請しま
す。

　中部縦貫自動車道の事業促進や事業化されていない区間の
早期事業化について国土交通省に強く要請を行いました。
　永平寺大野道路について、福井北・松岡間では松岡高架橋
の橋脚の約８割が年度末に完成し、勝山・大野間では３本の
トンネルのうち最後となる大袋トンネルの来月貫通が予定さ
れているなど、両区間ともそれぞれ福井北・松岡間が平成２
６年度、勝山・大野間が２４年度開通に向けて順調に工事が
進捗しています。永平寺東・上志比間では、浅見（あざみ）
トンネルが　１０月に貫通するなど工事が進められていま
す。
　大野油坂道路について、和泉・油坂間の平成２４年度新規
事業化が決定され、大野東・和泉間では用地測量が進捗しま
した。

中部縦貫自動車道の進捗状況

永平寺大野道路

福井北・松岡間（2.2km）

・松岡高架橋橋脚（全32基）の約８０％完成

・関西電力㈱送電線鉄塔移設完了

永平寺東・上志比間(5.3km）

・浅見トンネル貫通（全１本中１本貫通）

・光明寺地区工事着手

勝山・大野間(7.8km）

・小矢戸トンネル貫通（全３本中２本貫通）

・中津川高架橋架設完了

大野油坂道路

和泉・油坂間(15.5km）

・平成２４年度新規事業化決定
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役職 土　木　部　長 氏名 西　山　　幸　治

平成２３年度　政策合意項目に係る実施進捗報告（土木部）

【取組結果の区分】
　 　・目標を上回って達成しました。（例：成果が目標を概ね２割超えて達成されたもの）
　　 ・目標を達成しました。（例：成果が目標どおり達成されたもの）
　　 ・目標を一部達成しませんでした。（例：成果の一部が目標に及ばなかったもの）
 　　・目標にはいたりませんでした。（例：成果が目標に及ばなかったもの）
 　　・引き続き実施します。（例：成果を上げるためには年度を超えて実行する必要のあるもの）

実　　施　　結　　果

（　平　成　24　年　3　月　末　現　在　）

項　　目

◇　次の５０年の都市改造
・福井駅周辺部の整備【部局連携】
　えちぜん鉄道の高架化については、高架
の構造、施工方法、都市計画変更の内容等
について国や関係機関と引き続き協議を進
めます。
　また、西口駅前広場の整備など土地区画
整理事業の取組みを支援します。

〔成果等〕　引き続き実施します。

　えちぜん鉄道の福井駅への高架乗入については、昨年末に
新幹線の敦賀までの認可の方向性が示されたことから、福井
駅東側に単独で高架する新たな案について、国や関係機関と
協議を進めています。
　また、西口駅前広場の整備など土地区画整理事業の取組み
を支援しています。

・主要県内道路・県境道路の整備
　高規格幹線道路と連結する基幹的な道路
ネットワークの整備を最優先課題としま
す。
　また、県民の安全と利便性、効果、効率
性とともに地元合意や市町との連携なども
考慮し、優先度をつけて計画的に整備しま
す。

〔成果等〕　　目標を達成しました。

　舞鶴若狭自動車道小浜西ＩＣ～小浜ＩＣ間や、小浜ＩＣに
アクセスする小浜インター線をはじめとする主要道路５箇所
が供用されました。

◇　海と空の拠点を最大活用
・敦賀港の利用促進【部局連携】
　敦賀港が定時性、速達性に優れた対岸向
けの航路を有し、災害時には太平洋側港湾
の代替機能も果たせる港であることを国に
強くアピールして、日本海側拠点港に選定
されることを目指します。

〔成果等〕　目標を一部達成しませんでした。

　「国際海上コンテナ」、「国際フェリー・国際ＲＯＲＯ
船」、「国際定期旅客」の３つの機能について日本海側拠点
港に応募した結果、「国際フェリー・国際ＲＯＲＯ船」機能
で拠点港に選定されました。
　今後も、敦賀港の拠点港計画実現に必要な予算の確保と、
重点的な整備が行われるよう国土交通省に対して要請してい
きます。

県内主要道路の供用箇所数 ５箇所

（平成１９～２２年度 ２１箇所）

主要道路の供用箇所数 ５箇所

・町道１０号線（代行事業）

（若狭町新道） 6月26日

・舞鶴若狭自動車道

（小浜西ＩＣ～小浜ＩＣ間） 7月16日

・一般県道小浜インター線

（小浜市木崎～府中） 7月16日

・主要地方道鯖江美山線（新出跨道橋）

（鯖江市長泉寺町～上河端町） 10月 1日

・一般県道勝山停車場線（勝山駅前広場）

（勝山市遅羽町千代田） 11月24日
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役職 土　木　部　長 氏名 西　山　　幸　治

平成２３年度　政策合意項目に係る実施進捗報告（土木部）

【取組結果の区分】
　 　・目標を上回って達成しました。（例：成果が目標を概ね２割超えて達成されたもの）
　　 ・目標を達成しました。（例：成果が目標どおり達成されたもの）
　　 ・目標を一部達成しませんでした。（例：成果の一部が目標に及ばなかったもの）
 　　・目標にはいたりませんでした。（例：成果が目標に及ばなかったもの）
 　　・引き続き実施します。（例：成果を上げるためには年度を超えて実行する必要のあるもの）

実　　施　　結　　果

（　平　成　24　年　3　月　末　現　在　）

項　　目

５　行財政構造改革による財源の確保
◇　１５０億円の「政策推進枠予算」を確
保
・県有地の売却・利活用
　土地利用促進チームが、新たに専門業者
の販売ノウハウを活用し、県有地（元土地
開発公社・住宅供給公社保有地）の民間企
業等への売却や利活用を進めます。

〔成果等〕目標にはいたりませんでした。

　関係団体、近隣企業、宅建業者へのＰＲや訪問、一般公募
等を実施して、３区画を売却、１区画を有償貸付しました。

〔有償貸付〕
・福井市大手　民間業者に駐車場として有償貸付
　（Ｈ23.6～Ｈ26.3）　１区画
〔売却〕
・坂井市春江町為国　坂井市に１区画売却
・花乃杜ハイツ　　　個人に２区画売却

・足羽川の利活用の推進
　県都の水と緑、歴史と文化のシンボルで
ある足羽川の水辺に親しむ自然観察、川遊
び、釣り体験などの活動促進と定着を図
り、人と川のつながりを広げます。

〔成果等〕 目標を上回って達成しました。

　足羽川利活用に向けて、５月に市民団体や学校、企業など
の参加を得て「まちなか足羽川会議」を設立しました。参加
団体と共動して、アユのつかみ取りやボートの川下りといっ
た体験活動を実施し、多くの県民に参加いただき、人と川の
つながりが広がりました。

◇　電車・バス・自転車に乗りやすい街
・自転車道の整備【部局連携】
　既存の自転車道や河川堤防を活用し、自
転車走行環境を整備します。
　また、市町やカーセーブに関係する団体
等と連携し、県境や観光地を含む自転車道
のネットワーク化、利用促進を図ります。

〔成果等〕目標を達成しました

　福井県の北潟湖ハミングロードと石川県の加賀海岸自転車
道のネットワーク化を図りました。

釣りやカヌーなどの体験活動への参加者数

６００人

足羽川での自主活動団体数 ３０団体

（平成２２年度 ２７団体）

売却・利活用する土地の区画数 ８区画

自転車道のネットワーク化による安全な通行

の確保

１０３ｋｍ

売却・利活用した土地の区画数 ４区画

今年度歳入：52,551千円

自転車道のネットワーク化による安全な通行の確保

１０３ｋｍ（９ｋｍの増）

釣りやカヌーなどの体験活動への参加者数 ２，０７７人

主な体験活動

・ アユのつかみ取り ７０人

・ カヌーやボートの川下り （３回） ９２人

・ アユの稚魚放流体験（２回） １９６人

・ 復興エコキャンドル ８００人

・ ふくいまちかどコンサート ５００人

足羽川での自主活動団体数 ３６団体

・ 保育園・幼稚園・学校等 ９団体

・ 市民団体 １７団体

・ 民間企業 ７団体

・ 自治会関係 ２団体

・ 行政 １団体
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